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『高レベル放射性廃泰物の最終地分施設の設置可能性を調査する

区域』の公募に関する質問状

下温質問を致しますので誠意ある御国苔をお願い申し上げますも

現在､ F特定放射性城東物の鹿換地分に閲する睦砕jに基づ貴国a)認可故人として

設立された原子力尭鵡噸鹿毛嶺故梼が蛮地している飼養地区等の選建について､圃は

こ和までの国会答弁割こおいてr文政調査終了後の調査地区等選定に附して､地元の

都濃府県知事あるいは市町村長の方々の澄に反して選定が行われることはないjとの

回答をしておられます匂又､栄藤エネルギー庁及び椅子力発電確凝餐儲磯構の方々か

らも弼棟の貌明を受けているところでございます.しかし怒がら､訂特定激射牲銘菓

噛の最終処分に関する法律1にお凄ましてiま､このことが起されていないことから町

文政親裁に応募したら尊の後は藤樹的に挙手が澄められ､市町村及び住民に拒否鹿は

Zj:い』という悪鬼の方が非常に多く､多くa)住民が不安を抱いているのも事実であ匂

ます◎やこであえてこのことに?凄まして､国の考えを細伺い致します砂各調査終了

後において､経緯投表等により調査細絞が肘獲であると判断した海食､耐町村澄め骨

の意見は傑就されるのかどうかお飼致します払

湖上


